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平
成
29
年
度
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の  

 
 

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
つ
い
て

▼
趣
旨
＝

　

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
（
以
下
「
認
定
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
病
気
な
ど
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
、
保
護
者
が
義
務
教
育
諸
学
校
に
就

学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予
又
は
免
除
さ
れ
た
子
（
以
下
「
就
学

義
務
猶
予
免
除
者
」
と
い
う
。
）
等
に
つ
い
て
、
中
学
校
を

卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
認

定
す
る
た
め
に
国
が
行
う
試
験
で
、
合
格
し
た
方
に
は
高

等
学
校
の
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

▼
実
施
主
体
＝

　

認
定
試
験
は
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
関
係
省
庁

及
び
関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
行
い

ま
す
。

▼
受
験
資
格
＝

　

次
の
①
か
ら
④
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

① 

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る
者
又
は
就
学
義
務
猶
予

免
除
者
で
あ
っ
た
者
で
、
平
成
30
年
3
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
も
の

② 

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
を
受
け

ず
、
か
つ
、
平
成
30
年
3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達

す
る
者
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒

業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
も
の

③ 
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
、
平
成
30
年
3
月
31
日

ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
も
の

④ 

平
成
30

年
3

月
31

日
ま
で
に
満
16

歳
以
上
に
な
る
者

（
①
及
び
③
に
掲
げ
る
者
を
除
く
）

▼
試
験
科
目
＝

　

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

▼
受
験
案
内
配
布
期
間
＝

　

7
月
10
日
（
月
）
〜
9
月
8
日
（
金
）

（
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
及
び
文
部
科
学
省
に
て
配
布
）

▼
願
書
受
付
期
間
＝

　

8
月
21
日
（
月
）
〜
9
月
8
日
（
金
）（
消
印
有
効
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
職
員
課

　

☎
0
2
8
（
6
2
3
）
3
3
9
1

栃
木
暮
ら
し
に
憧
れ
た
東
京
圏
の
女
性
が
や
っ
て
く
る
！

下
野
市 

上
三
川
町 

壬
生
町

第
４
回
連
携
婚
活
バ
ス
ツ
ア
ー

1
市
2
町
を
1
日
で
満
喫
す
る
バ
ス
ツ
ア
ー
！

当
日
、
事
前
に
婚
活
・
郷
土
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
8
月
26
日
（
土
）　

午
前
10
時
〜
午
後
5
時
30
分

※
婚
活
・
郷
土
セ
ミ
ナ
ー　

午
前
10
時
〜
11
時

募
集
要
項

▼
募
集
人
数
＝
男
性
21
名

▼
参
加
条
件
＝
20
歳
〜
45
歳
の
下
野
市
・
上
三
川
町
・
壬

生
町
の
在
住
の
方
。
ま
た
、
事
前
の
「
婚
活
・
郷
土
セ
ミ

ナ
ー
」
に
参
加
で
き
る
方
。

▼
参
加
費
＝
5
、
4
0
0
円
（
税
込
）

▼
応
募
方
法
＝
電
話
ま
た
は
、
Ｕ
Ｒ

Ｌ
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
下
記
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
締
切
＝
8
月
15
日
（
火
）

※
抽
選
後
、
メ
ー
ル
お
よ
び
郵
送
に
て
当
選
の
ご
連
絡
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
集
合
場
所
＝
壬
生
町
城
址
公
園
ホ
ー
ル
（
壬
生
町
本
丸

1

－

8

－

33
）

※
雨
天
時
、
会
場
が
変
更
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

※ 

皆
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
極
力
男
女
の

人
数
差
が
で
な
い
よ
う
に
設
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

キ
ャ
ン
セ
ル
の
な
い
よ
う
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
（
株
）
ス
タ
ー
ツ
ー
リ
ス
ト

☎
0
5
0
（
3
6
5
1
）
5
5
1
1
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【
夏
の
季
語　

い
く
つ
読
め
る
？
⑤
】
汗
疹
：
汗
の
た
め
に
皮
膚
に
で
き
る
赤
い
小
さ
な
吹
き
出
物
。
特
に
肌
の
柔
ら
か
い
乳
幼
児
に
多
い
。
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か
み
の
か
わ
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
の
ス
タ
ン
プ
を
集
め
な
が
ら
、
上
三
川

を
散
策
し
て
い
た
だ
く
「
か
み
の
か
わ
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
」
の

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
！

　

黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
を
提
供
し
て
い
る
町
内
5
か
所
の
店
舗

に
ス
タ
ン
プ
を
設
置
し
て
い
ま
す
の
で
、
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン

を
食
し
、
各
店
舗
の
ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
く
だ
さ
い
。
ス

タ
ン
プ
台
紙
が
応
募
用
紙
に
な
っ
て
お
り
、
ご
応
募
頂
い

た
方
に
抽
選
で
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
当
た
り
ま
す
。

▼
実
施
期
間
＝
9
月
30
日
（
土
）
ま
で

▼
実
施
店
舗
＝

か
み
の
か
わ
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
提
供
店
5
店
舗

「
御
食
事
処　

う
え
乃
家
」
、「
手
打
ち
そ
ば
・
割
烹　

利

美
」
、「
お
食
事
処　

あ
か
堀
食
堂
」
、「
中
華
ダ
イ
ニ
ン
グ　

楽
口
福
」
、「
居
肴
屋　

憩
」

▼
台
紙
入
手
先
＝

　

黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
提
供
店
・
役
場
産
業
振
興
課

　

上
三
川
町
商
工
会
・
む
か
し
な
つ
か
し
館

▼ 

賞
品
＝
ス
タ
ン
プ
の
数
に
よ
り
次
の
2
つ
の
コ
ー
ス
に

ご
応
募
で
き
ま
す

●
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
賞
（
全
店
舗
制
覇
）
＝

　

特
製
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
Ｔ
シ
ャ
ツ　

5
名
様

●
チ
ャ
レ
ン
ジ
賞
（
3
店
舗
制
覇
）
＝

　

特
製
黒
チ
ャ
ー
ハ
ン
ソ
ー
ス　

50
名
様

▼ 
応
募
先
＝
役
場
産
業
振
興
課
・
上
三
川
町
商
工
会
・
む

か
し
な
つ
か
し
館

※
各
施
設
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
に
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

産
業
振
興
課　

商
工
振
興
係　

☎
○56
9
1
5
0

介護保険施設入所（短期入所）の
食費・居住費（滞在費）減額申請について

　次の方は、申請をすると、介護保険施設に入所（短期入所）したときの負担が軽くなります。す

でに負担の軽減を受けている方も7月で有効期限が切れますので、8月31日（木）までに申請して

ください。

▶対象者＝以下の条件をすべて満たす方

・世帯全員が平成29年度市町村民税非課税の方

・配偶者も市町村民税非課税の方

・本人および配偶者の貯金等が基準額を超えない方（配偶者のいない方；1,000万円、配偶者の

いる方：合計2,000万円）の方

▶申請に必要なもの＝・本人および配偶者の預貯金等の額を確認できる書類等の写し（通帳等）、

・平成29年1月1日現在、上三川町に住所が無かった方は、平成28年中の所得等を証明する書類

（公的年金収入額・合計所得金額・市町村民税課税額が確認できる書類）が必要です。

▶負担限度額認定要件＝

利用者

負担段階
対象者

第1段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市町村民

税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方。

・生活保護等を受給している方。
かつ、預貯金等が

単身で1,000万円

（夫婦で2,000万

円）以下

第2段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市町村民

税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と

非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。

第3段階
・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村

民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方。

第4段階 ・上記以外の方

▶申請・問い合わせ先＝保険課　高齢者支援係　☎5◯69102

【
夏
の
季
語　

い
く
つ
読
め
る
？
⑥
】
木
耳
：
広
葉
樹
の
枯
れ
枝
に
発
生
す
る
き
の
こ
。
食
感
が
く
ら
げ
の
よ
う
に
ぶ
よ
ぶ
よ
し
て
い
る
。


